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堀部政男 監修『プロバイダ責任制限法実務と理論』
（商事法務 別冊NBL No.141 2012年）

• 第1章 概要・制定前史・制定10
年後の検証

• 1 インターネット上の情報流通

とプロバイダ責任制限法の制定
前史……堀部政男

• 2 プロバイダ責任制限法の概
要――法の概要と制定10年後の
検証の概要……大村真一
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堀部 政男 監修『プロバイダ責任制限法 実務と理論』
（商事法務 別冊NBL No.141 2012年）

• 施行10年の軌跡と展望

• 第1章 概要・制定前史・制定10年後の検証

• 1 インターネット上の情報流通とプロバイダ責任制限法の制定前史
……堀部政男

• 第2章 実務上の運用・対応状況

• 第3章 裁判例の解説

• 第4章 理論的検討

• 第5章 プロバイダ責任等に関する欧米の最新事情

• 第6章 資料
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• 堀部政男「プロバイダ責任制限法制定前の10年と制定後の10年」

• （NBLNo.964（2011.11.1）

• Ⅰ はじめに

• 「プロバイダ責任制限法」と略称されることのある「特定電気通信役務
提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」
（平成13年法律第137号）は、2001年11月22日に成立し、同月30日に
公布され、2002年５月27日に施行された。

• Ⅱ 問題の背景

• Ⅲ プロバイダ責任制限法制定前

• Ⅳ プロバイダ責任制限法の制定（2001年）とその後の議論

• Ⅴ おわりに
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利
侵害等への対処に関する法律（情プラ法）

• この法律は、特に影響力の大きい「大規模特定電気通信役務提供者」
に適用されます。2025年4月1日施行時点で、Google LLC、LINEヤフー
株式会社、Meta Platforms, Inc.、TikTok Pte. Ltd.、X Corp.の5社が指定

されています。法律は、従来のプロバイダ責任制限法を改正・再編した
形で成立し、正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発
生する権利侵害等への対処に関する法律」となっています。 （総務省
資料）

• 情報プラットフォーム法制⇒情プラ法

• 2024年（令和6年）改正「特定電気通信による情報の流通によって発生

する権利侵害等への対処に関する法律」（情プラ法）（旧プロバイダ責
任制限法）
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